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《今までの成果及び指標分析を踏まえて》

○　子どもの健康診断における健康状態の把握に加え、健康づくり部門とも連携を図りながら、学
齢期における子どもの健康づくりに取り組んでいく。
○　給食業務の委託化は急速に進行しており、今後も調理能力の高い良好な業者を確保していく。
また、食育を学校現場で担う人材として、総合的な観点から学校栄養士の役割について検討してい
く。
○　学校給食の安定的な運営とするため、食材高騰等に対する対策を講じていく。
○　う歯予防を図るため、歯磨き指導及び学校での歯磨きを促進するための環境整備に努める。
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　児童・生徒が生活の多くを過ごす学校における保健活動の役割は重要で
ある。法に定める学校設置者としての責任を果たすとともに、生涯にわた
る健康の基盤づくりを推進するうえで、必要な施策である。
　また、食育は子どもの健康づくりの基礎であり、学校給食の充実を図る
ことは、食育のより一層の充実に資することから、優先度の高い施策であ
る。
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各種健診受診率

12歳における平均う歯数

学校保健委員会設置率

管理栄養士配置率

1本

100%

指標に関する説明

　小中学校・幼稚園における児童生徒・幼児の健康保持及び安全管理を確保し、学校教育の円滑な
実施に資するとともに、全小中学校において完全給食を実施し、児童生徒の健康の増進と栄養の改
善を図る。

○　就学時健康診断、学校医・学校歯科医・学校薬剤師の配置、児童生徒健康診断は学校保健法により、教
　育委員会に実施義務が課せられている事業である。学校で把握した情報については、適宜、保護者と連携
　して、健康診断の結果に基づく適切な対応を講じる必要がある。
○　学校給食の多様なニーズに対応するため、全校で調理業務の委託化を実施した。今後も安定的に給食を
　提供していく必要がある。
○　学校給食を活用し、介護予防のための高齢者会食サービス事業（おたっしゃランチ）や児童安全対策の
　ためのふれあい給食など、多様な事業を実施しており、今後も推進していく必要がある。
○　食育基本法や食育推進基本計画の策定を受け、学校における食育の指導体制を充実させていく必要があ
　る。
○　食の安全問題や食材の高騰など学校給食をとりまく厳しい状況が生じており、安定的な給食運営とする
　ための対策を講じていく必要がある。

施策の成果とする指標名
指標の推移

目標値
(28年度)

100%

ランチルーム整備校の割合
ランチルーム整備校／ランチルー
ム機能を有する学校を除く学校数

17年度

内線
教育委員会事務局学務課
三枝直樹 3330

施策名
部課名
課長名

施策No学校における健康・体力づくり 04-04

行政評価
事業体系

分野 子育て教育都市[Ⅱ]

政策 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成[04]
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合　計

12-03-24 6,924 7,390 推進

12-03-25 19,448 22,053 継続

12-03-22 8,561 11,960
重点的
に推進

12-03-23 79,649 79,895 継続

36,561 15,395 推進

重点的
に推進

44,217 45,700 継続

12-03-20 558,599 562,642 継続

34,744 36,363 継続
重点的
に推進

12-03-03 350 350 継続

事務事業
No

施策推進のため
の分類

前年度
設　定

今年度
設　定

19年度

給食調理能力を維持する必要があ
るため、優先度は高い。

学校給食の実施を担う人材として
今後も配置が必要である。

より良い業者の選定に努め、安定
して給食を提供する必要がある。

分類についての説明・意見等

学校保健法第４条により実施する
義務がある。

学校給食における安定的な給食運
営と衛生管理基準を厳守するため
の経費である。

18年度

一般給食事業

12-03-26 4,353 4,416

12-03-27 9,722 9,908学校健康会費

児童生徒健康診断

学校保健管理費

う歯予防対策

興津健康学園

施策を構成する事務事業の分類

学校保健会補助

就学時健康診断

嘱託医報酬

給食室大規模改修備品整
備

事務事業名
決算額（千円）

学校栄養職員報酬

給食用一般備品整備

給食調理業務委託

12-03-18

12-03-19

12-03-21

継続12-03-02 3,569 3,547 継続

12-03-28 26 2,285 推進

継続

継続

継続

推進

継続

重点的
に推進

継続

学校保健委員会の上部組織としての役割が
期待されており、引き続き補助を継続する
必要がある。

児童生徒数の増加に対応する機能
増強であり、優先度は高い。

学校保健法第１６条により設置す
る義務がある。

推進

継続

推進

児童生徒・幼児の体調不良や負傷
に対応する保健室の運営費であ
り、優先度は高い。

学校保健法第６条により実施する
義務がある。

806,723 801,904

目黒区興津健康学園の入園に伴う目黒区と
の協定に基づく負担金であり、継続する必
要がある。

推進

推進

学校で検討している歯磨きの試行
状況を踏まえつつ、歯科保健を推
進するため、今後も継続していく
必要がある。

教育活動における負傷に伴う医療費の保護
者負担を軽減するものであり継続する必要
がある。


